
概　要

１．防災体制
九州地方整備局災害対策本部は、非常体制を発令。

○本部体制履歴

・ 9/28 10:15 注意体制（風水害）発令

・ 9/30 2:00 警戒体制（風水害）に移行

・ 9/30 9:10 非常体制（風水害）発令

２．国管理河川の情報 ＜９月３０日　１４時００分現在＞

【はん濫危険水位を超過している水位観測所】

ふかとし おおたばる ひがしもろかたぐんくにとみちょう

大淀川水系 深年川 太田原橋（宮崎県東諸県郡国富町） ：7.53m ↑ 【7.50m】

ほんじょう ひがしもろかたぐんくにとみちょう

大淀川水系  本庄川 本庄橋（宮崎県東諸県郡国富町） ：5.31m ↑ 【5.20m】

【はん濫危険水位を超過していた水位観測所の現在の水位】

きもつきかわ　　あいら　　あいら　　　　　　　あいら

肝属川水系 姶良川 姶良橋（鹿屋市吾平町） ：4.69m ↓ 【5.50m】

たけしたばし　　　　　みやこじまちょう

大淀川水系 大淀川 岳下橋（宮崎県都城市都島町） ：4.13m ↓ 【4.80m】

※1.矢印は水位の変化状況

※2.【】内は、はん濫危険水位

３．国管理道路の情報 ＜９月３０日　１４時００分現在＞

【通行止め区間】

○大分県・宮崎県内

・ 東九州自動車道 佐伯ＩＣ～延岡南ＩＣ

○宮崎県内

・ 東九州自動車道 日南北郷ＩＣ～日南東郷ＩＣ

・ 九州中央自動車車道 蔵田～延岡ＪＣＴ・ＩＣ
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台風２４号に関する九州地方整備局の取組（第２報）

台風２４号の影響により、国管理河川において、はん濫危険水位超過が発生して
います。また、各地で、道路の通行止めや冠水が発生しています。
今後も台風情報・気象情報に十分注意して下さい。



・ 国道１０号 宮崎市高岡町内山～都城市高城町本八重

・ 国道１０号 宮崎市大字富吉

○鹿児島県内

・ 東九州自動車道 鹿屋串良ＪＣＴ～末吉財部ＩＣ

・ 南九州西回り自動車道 水引ＩＣ～市来ＩＣ

・ 国道２２６号 指宿市岩本交差点～喜入寺前交差点

※交通開放等の詳細な情報は、各事務所のホームページをご覧下さい。

４．リエゾン派遣状況 ＜９月３０日　１４時００分現在＞

派遣先 人数 派遣期間 備考

鹿児島県庁 2人 9/29　22:00～

宮崎県庁 2人 9/29　23:00～

合計 6人

大分県庁 2人 9/30　7:00～

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部

企画部 建設専門官 伊藤浩和

電 話：０９２－４１４－７３０１(本部直通)
ＦＡＸ：０９２－４８１－９２１０(本部直通)

リエゾン（災害対策現地情報連絡員）とは

■目 的

地震・水害・土砂災害等の大規模自然災害の発生時に、地方公共団体が設置した災害対策本部へ国土

交通省職員を派遣し、災害情報等の情報収集、災害応急対策の支援等を行うものです。

■主な任務

①自治体が必要とする情報を整備局から迅速に入手、提供

②自治体からのリクエストをいち早く整備局に伝達、対応

③ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ・災害対策用機械等を調整、派遣


